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お知らせ Information

　

 

プ
ロ
パ
テ
ィ
シ
エ
と
一
緒
に
ク

リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
作
り
に
挑
戦

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
 

生
ク
リ
ー
ム
と
苺
を
使
っ
た

（
コ
コ
ア
生
地
）
「
ブ
ッ

シ
ュ
・
ド
・
ノ
エ
ル
ケ
ー
キ
」

を
作
り
ま
す
。

●
実
施
日
時　
12
月
７
日
（
月
）

　
午
前
10
時
～
午
後
１
時

●
会
場

　
仙
南
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

●
講
師　
大
場　
武
芳　
氏

　

 

（
パ
テ
ィ
ス
リ
ー
タ
ン
ト
オ
ー

ナ
ー
シ
ェ
フ
）

●
定
員　
16
名

●
受
講
料　
２
，
３
０
０
円

●
申
込
方
法

　

 

Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
往
復
は
が
き
に

１
住
所 

２
氏
名 

３
連
絡
先
を

記
入
の
上
、
当
訓
練
セ
ン
タ
ー

ま
で
申
込
下
さ
い
。

●
申
込
期
限　
11
月
15
日
（
木
）

●
受
講
通
知

　

 

締
切
日
以
降
に
ご
連
絡
い
た
し

ま
す
。

※ 

申
込
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と

な
り
ま
す
。

●
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　
仙
南
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

　
〒
９
８
９

−

１
６
０
６

　

 

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
船
岡
字
照

内
１
番
地
９

　
☎
０
２
２
４
（
５
７
）
１
５
０
１

　
℻
０
２
２
４
（
５
５
）
２
２
５
０

　
税
務
署
で
は
、
適
性
か
つ
公
平

な
課
税
を
実
現
す
る
た
め
、
不
動

産
使
用
料
の
支
払
調
書
を
は
じ
め

と
す
る
各
種
情
報
を
収
集
・
分
析

す
る
と
と
も
に
、
納
税
者
の
方
に

自
発
的
な
適
正
申
告
を
行
っ
て
い

た
だ
く
た
め
の
取
組
を
充
実
さ
せ

て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
昨
年
、
仙
台
国
税
局
管
内
の
税

務
署
に
お
い
て
、
書
面
で
の
お
尋

ね
な
ど
に
よ
り
申
告
内
容
の
自
主

的
な
見
直
し
を
呼
び
掛
け
る
取
組

を
行
っ
た
結
果
、
不
動
産
所
得
の

申
告
漏
れ
や
計
算
誤
り
の
あ
っ
た

方
か
ら
修
正
申
告
書
等
が
提
出
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
納
税
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
適
正
申
告
を
行
っ
て
い
た

だ
く
た
め
、
申
告
内
容
の
自
己
点

検
（
見
直
し
）
を
実
施
し
て
い
た

　
厚
生
労
働
省
で
は
、
「
国
民
お

一
人
お
一
人
、
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト

等
を
活
用
し
な
が
ら
、
高
齢
期
の

生
活
設
計
に
思
い
を
巡
ら
し
て
い

た
だ
く
日
」
と
し
て
11
（
い
い
）

月
30
（
み
ら
い
）
日
を
年
金
の
日

と
し
ま
し
た
。

　
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
ご
利
用
い

た
だ
く
と
、
ご
自
身
の
年
金
記
録

を
確
認
で
き
る
ほ
か
、
将
来
の
年

金
受
給
見
込
額
を
様
々
な
パ
タ
ー

ン
で
試
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
未
来
の
生
活
設
計

に
つ
い
て
考
え
て
み
て
は
ど
う
で

す
か
。

　
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
大
河
原

年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

 http
://w

w
w

.nenkin.
go.jp/

●
お
問
い
合
わ
せ

　
大
河
原
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
２
４
（
２
５
）
３
１
１
１

　
仙
台
法
務
局
及
び
宮
城
県
人
権

だ
き
、
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
に
は

自
主
的
な
修
正
申
告
書
等
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

調
査
に
よ
ら
な
い
自
主
的
な
修

正
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、

過
少
申
告
加
算
税
は
課
さ
れ
ま

せ
ん
（
無
申
告
又
は
当
初
申
告

が
期
限
後
申
告
の
場
合
は
、
無

申
告
加
算
税
が
課
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
）
。

　

労
働
者
（
ア
ル
バ
イ
ト
を
含

む
）
を
１
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事

業
主
は
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・

雇
用
保
険
）
に
加
入
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。
（
農
林
水
産
の
一
部

の
事
業
は
除
き
ま
す
。
）

　
労
働
保
険
の
う
ち
労
災
保
険
は

労
働
者
の
方
が
業
務
上
又
は
通
勤

擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
11
月
16

日
か
ら
22
日
ま
で
の
７
日
間
を
全

国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
」
強
化
週
間
と
定
め
、
時
間

を
延
長
し
て
相
談
電
話
を
開
設
し

ま
す
。

　
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

や
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
職
場
で
の

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

家
族
間
で
の
問
題
な
ど
、
様
々
な

人
権
問
題
に
つ
い
て
、
人
権
擁
護

委
員
が
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
開
設
時
間

　
11
月
16
日
（
月
）
～
20
日
（
金
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
ま
で

　
11
月
21
日
（
土
）
～
22
日
（
日
）

　
午
前
10
時
～
午
後
５
時
ま
で

※ 

相
談
は
無
料
で
、
予
約
は
不
要

で
す
。
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

　
☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

●
お
問
い
合
わ
せ

　
仙
台
法
務
局
人
権
擁
護
部

　
☎
０
２
２
（
２
２
５
）
５
７
４
３

　

個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち

前
々
年
分
あ
る
い
は
前
年
分
の
事

業
所
得
、
不
動
産
所
得
又
は
山
林

所
得
の
合
計
額
が
３
０
０
万
円
を

超
え
る
方
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た

記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
、
平

成
26
年
１
月
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の

途
上
の
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場

合
に
、
療
養
等
に
対
す
る
給
付
や

社
会
復
帰
の
た
め
の
援
助
を
行
う

制
度
で
す
。
雇
用
保
険
は
、
労
働

者
の
方
が
失
業
し
た
場
合
に
再
就

職
の
た
め
の
給
付
を
行
う
ほ
か
、

失
業
の
予
防
並
び
に
高
齢
者
や
障

害
者
な
ど
就
職
が
困
難
な
方
の
雇

用
の
促
進
を
図
る
た
め
の
援
助
を

行
う
制
度
で
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
石

　
☎
０
２
２
４
（
２
５
）
３
１
０
７

●
日
時　
11
月
20
日
（
金
）

　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
５
時
20
分

●
会
場

　

 

仙
台
市
情
報
・
産
業
プ
ラ
ザ
（
ア

エ
ル
５
階
）
及
び
エ
ル
・
ソ
ー

ラ
ー
仙
台
（
ア
エ
ル
28
階
）

所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う
す

べ
て
の
方
（
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
申
告
の
必
要
が
な
い

方
を
含
み
ま
す
。
）
に
つ
い
て
必

要
と
な
り
ま
し
た
。

　

記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度

や
記
帳
の
内
容
の
詳
細
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.nta.go.jp

）
に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
税
務
署

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
平
成
27
年
11
月
の
広
報
テ
ー
マ

は
「
裁
判
員
制
度
～
ま
も
な
く
名

簿
記
載
通
知
を
発
送
し
ま
す
！
」

で
す
。

　
詳
し
く
は
、
最
高
裁
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（h
ttp

://w
w

w
.co

u
rts.

go.jp/

）

●
お
問
い
合
わ
せ

・ 

仙
台
地
方
裁
判
所
事
務
局

　
総
務
課
広
報
係

　
☎
０
２
２
（
２
２
２
）
６
１
１
５

・
仙
台
家
庭
裁
判
所
事
務
局

　
総
務
課
庶
務
係

　
☎
０
２
２
（
７
４
５
）
６
２
０
３

●
内
容

　

 
合
同
適
性
試
験
、
合
同
企
業
説

明
会
、
採
用
後
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ

ナ
ー
等
の
セ
ミ
ナ
ー
を
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
し
、
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
で
求
職
者
と
企
業
を
支
援
し

ま
す
。

●
対
象
者

　

 

平
成
28
年
３
月
卒
業
予
定
者

（
大
学
院
、
大
学
、
短
大
、
高

専
、
専
門
、
専
修
学
校
）
及
び

若
年
求
職
者
（
44
歳
以
下
）

●
参
加
企
業

　

 

宮
城
県
内
に
本
支
店
・
営
業
所

等
が
あ
る
企
業
約
50
社

●
お
問
い
合
わ
せ

　
み
や
ぎ
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

　

 

中
小
企
業
・
大
学
等
就
職
支
援

事
業
室

　
〒
９
８
９

−

０
０
１
３

　

 

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
花
京
院

１
丁
目
３

−

１

　
☎
０
２
２
（
７
４
５
）
０
０
０
７

税
務
署
か
ら

裁
判
所
か
ら

11
月
30
日
は「
年
金
の
日
」

事
業
主
の
皆
様
、
労
働
保
険
の

加
入
手
続
き
は
お
す
み
で
す
か

～
11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期
間
～

み
や
ぎ
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

合
同
適
性
試
験
＆
合
同
企
業
説
明
会

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

白
色
申
告
の
方
の
記
帳
・

帳
簿
等
の
保
存
制
度
に
つ
い
て


